
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

　

法
務
省
お
よ
び
全
国
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
で
は
、
12
月
４
日
か

ら
10
日
ま
で
の
１
週
間
を
「
人
権

週
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
人
権

週
間
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
憲
法

の
定
め
る
基
本
的
人
権
尊
重
の
精

神
を
改
め
て
見
つ
め
直
し
て
み
る

こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
解
決
に

努
め
た
い
も
の
で
す
。

　

人
権
問
題
の
解
決
の
た
め
、
法

務
局
の
人
権
擁
護
課
と
そ
の
支
局

で
は
人
権
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
町
で
は
特
設
人
権
相
談
所

を
開
設
し
、
人
権
擁
護
委
員
が
相

談
に
応
じ
ま
す
。
家
族
間
の
問

題
、
財
産
・
相
続
の
問
題
、
差
別
、

い
じ
め
な
ど
の
問
題
で
お
困
り
の

人
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

○
期
日
＝
12
月
４
日
（
金
）

○
時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
３
時

○
場
所
お
よ
び
相
談
員

・
長
島
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

　

餅
原
美
榮
子
委
員

　

浦
底
和
男
委
員

・
長
島
町
保
健
セ
ン
タ
ー

　

町
口
昭
弘
委
員

　

長
山
久
義
委
員

　

山
本
定
満
委
員

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
福
祉
課

　

☎
（
86
）
１
１
１
１

　

内
線
１
１
１
３

設
立
１
０
０
周
年
記
念
講
演

　

社
団
法
人
鹿
児
島
県
薬
剤
師
会

で
は
、
設
立
１
０
０
周
年
を
記
念

し
て
講
演
会
開
催
し
ま
す
。

○
日
時
＝
11
月
22
日
（
日
）

　

午
前
の
部
＝
11
時
～

　

午
後
の
部
＝
１
時
30
分
～

○
場
所
＝
出
水
市
中
央
公
民
館

○
講
師

　

鹿
児
島
県
薬
剤
師
会
理
事

　

丸
野　

太
氏

○
演
題

　
「
野
辺
の
薬
草
に
学
ぶ
」

　

～
あ
な
た
の
生
活
に
取
り
入
れ

　

て
み
ま
せ
ん
か
～

○
内
容

　

・
薩
摩
と
薬
草

　

・
な
ぜ
今
薬
草
な
の
か

　

・
日
々
の
暮
ら
し
と
薬
草

　

・
健
康
に
暮
ら
す
に
は
ど
う
し

　
　

た
ら
よ
い
の
か

　

・
薬
草
の
種
類
と
使
い
方

※
先
着
３
０
０
人
に
薬
草
を
、
午

　

前
の
部
50
人
、
午
後
の
部
50
人

　

に
薬
草
の
本
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金

　

10
月
14
日
（
水
）
か
ら
、
鹿
児

島
県
の
最
低
賃
金
が
「
時
間
額
６

３
０
円
」
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
低
賃
金
は
、
臨
時
、
パ
ー
ト
、

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
む
す
べ
て

の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
使

用
者
は
、
最
低
賃
金
額
を
労
働
者

に
周
知
し
、
そ
の
金
額
以
上
の
賃

金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

※
精
皆
勤
・
通
勤
・
家
族
・
時
間

　

外
労
働
な
ど
の
手
当
、
賞
与
な

　

ど
は
最
低
賃
金
に
算
入
さ
れ
ま

　

せ
ん
。

※
別
に
定
め
る
特
定
最
低
賃
金
も

　

あ
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
鹿
児
島
労
働
局
賃
金
室

　

☎
０
９
９
（
２
２
３
）
８
２
７
８

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題

啓
発
週
間

　

12
月
10
日
（
木
）
か
ら
16
日

（
水
）
ま
で
は
北
朝
鮮
人
権
侵
害

問
題
啓
発
週
間
で
す
。

　

平
成
18
年
６
月
に
、
北
朝
鮮
当

局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
に
関
す

る
国
民
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も

に
、
国
際
社
会
と
連
携
し
つ
つ
北

朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題

の
実
態
を
解
明
し
、
そ
の
阻
止
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
拉

致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ

る
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
処
に
関

す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。

　

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害

問
題
に
対
す
る
認
識
を
深
め
ま
し

ょ
う
。

労
働
保
険
の
成
立
手
続

　

労
働
者
を
１
人
で
も
雇
用
し
て

い
れ
ば
、労
働
保
険
（
労
災
保
険
・

雇
用
保
険
）
に
加
入
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

労
働
保
険
は
、
業
務
中
の
災
害

に
あ
っ
た
と
き
、
失
業
し
た
と
き

な
ど
に
必
要
な
支
援
を
受
け
る
た

め
の
大
切
な
保
険
制
度
で
す
。

　

国
・
労
働
局
・
労
働
基
準
監
督

署
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
11
月

を
「
労
働
保
険
適
用
促
進
月
間
」

と
定
め
、
加
入
促
進
を
強
化
し
て

い
ま
す
。

　

加
入
手
続
き
に
つ
い
て
の
ご
相

談
は
、
お
近
く
の
労
働
基
準
監
督
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